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労働組合対応、労基署対応、使用者側の労務トラブルを弁護士 向井蘭が解決！
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★休職に関するグレーゾーン対応（１） 

就業規則に休職期間満了により退職するとの

定めがあれば、会社の判断で自然退職扱いとし

て良いか？ 

休職期間満了時に休職している従業員をどの

ように扱うかは難しい問題です。 

最近の就業規則をみますと、休職期間が１ヶ

月や２ヶ月など短い期間が設けられているもの

があります。それでは、従業員がメンタルヘル

スなどを理由に欠勤が続き、使用者が１ヶ月や

２ヶ月間の休職を命じたところ、当該従業員が

休職期間満了時に出社できない場合は、解雇や

自然退職扱いとすることはできるのでしょう

か？ 

結論から言いますと、就業規則に定められて

いる休職期間満了時に就労できなかったからと

言って、解雇や自然退職扱いをすることが有効

となるとは限りません。言い換えれば、休職期

間が定められたとしても、それを形式的に適用

して休職期間満了時に解雇や自然退職扱いとす

ることは無効となる場合があります。参考にな

る裁判例が最近出ました。 

東京地裁平成２２年３月２４日Ｊ学園事件判

決労判１００８号３５頁 

休職期間満了後の解雇の事案ではありません

が、裁判所の考え方を端的に示したものといえ

参考になります。原告の方は何度も欠勤を繰り

返しており、学校の判断も無理からぬところが

ありますが、裁判所は最終的に以下の判断を示

しました。 

「上記ウのとおり、原告は、教員としての資

質、能力、実績等に問題がなかったのであるか

ら、うつ病を発症しなければ、この時期に解雇

されることはなかったということができる。そ

うだとすると、被告は、本件解雇にあたって、

原告の回復可能性について相当の熟慮のうえで、

これを行うべきであったと考えられる。しかし、

上記ウ、エのとおり、被告は、原告に対し、休

職期間について誤った通知をしたうえ、原告の

回復可能性が認められるにもかかわらず、メン

タルヘルス対策の不備もあってこれをないもの

と断定して、再検討の交渉にも応じることなく、

本件解雇に踏み切った。被告が平成２０年度末

に本件解雇をしたのは、年度の変わり目におい

て人員配置や予算執行計画を確定するためであ

ったとも考えられるところであるが、このよう

な事情は、原告の回復可能性等に優先するもの

とはいいがたい。」 

「回復可能性」という言葉が何度も使用され

ています。また「相当の熟慮」が必要であると

も述べております。単に形式的に労務を提供で

きないという事実だけではなく、休職期間満了

時に解雇をするに当たっては様々な要素を考慮

して検討する必要があります。 

なお、就業規則は使用者が一方的に定めるも

のであり、規則内容や運用に合理性があるかを

裁判所が判断し、会社の処分が有効であるか否

かを決めます。休職期間満了後は自然退職とな

ると就業規則に定めても、結局は裁判所が解雇

扱いをして有効性を判断することになります。

その点では就業規則の効力には限界があります。 
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